
他省庁 （文部科学省など）

「健やか親子２１（第２次）」推進体制（案）

① 国民全体に広く認知されているとは言いがたい。
② 取組の主体が、健やか親子２１推進協議
会と地方公共団体に限られている。

③ 健やか親子２１推進協議会では、参加団体
それぞれの活動に委ねられて、協議会内で
の交流や連携が十分できる仕組みになって
いない。

〈現状と課題〉
①当事者や「健やか親子２１」関係者以外の国民全体を巻き込んだ
運動とするため、多様なメディア等を活用した多面的アプローチの
強化。

② 幅広い対象者（全国民）に情報等を届けられるよう、これまで参画
のなかった民間企業等との連携や協働による取組の推進。

③ 健やか親子２１推進協議会及び関係機関間での連携、協働しや
すい活動方法の仕組みづくりと、意見交換や情報共有の充実に
向けた取組の推進。

④ ①～③を効果的かつ機動的に推進するための推進チ－ムの設置。

〈「健やか親子２１（第２次）」における対策〉

①国民全体を巻き込む
多面的なアプローチの展開

④ 機動的で中核的な役割を担う
推進チームの設置

②民間企業等との
連携と協働

③健やか親子２１推進協議会等に
おける更なる取組の充実

〈対策（イメージ）〉 すべての子どもが健やかに育つ社会
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第２次における新たな対策（案）
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「健やか親子２１（第２次）」スケジュールと具体的な取組のイメージ

H26 H27 H28

推進チームを新たに創設

メディアを活用した国民運動広報戦略
（キャンペーン、フェイスブックやメールマガジンなどによる発信）

当事者の参画を促す交流の場（サイト）づくり等

ＷＥＢサイトのコンテンツの制作、啓発ツール等の作成、
ポータルサイト化

第１段階：国民に対する認知度の向上

第２段階：適正運営

先進事例の収集、発信
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推進協議会総会の活性化 （関係者による情報交換等交流の充実、連携の強化）

健やか親子２１全国大会の開催 （関係者、地域における連携の推進）

従来の
アプローチ

・新たな体制
づくりの検討
・必要な予算の
確保

関係機関間でのイベント企画、情報交換、交流
（学術団体、職能団体等の連携による検証や考察を踏まえた取組の推進等）


